
【「（仮称）佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度（案）」】に寄せられた意見と

市の考え方について 

 

（１）意見募集結果 

意見募集期間 令和7年1月20日   から  令和7年2月18日まで 

意見募集結果 意見提出者数 1人  意見数 7件 

意見に対する対応 
意見を参考に案を修正したもの   0件 

原案のとおりとしたもの      7件 

 

（２）意見の内容と市の対応 

N

o 
提出された意見の内容 意見に対する考え方 

案の 

修正の 

有無 

1 市政の「市政へのご意見と回答」ペー

ジに、過去にも「同性パートナーシッ

プを導入してください(令和2年10月1

日回答）」「『パートナーシップ宣言制

度』をつくって頂きたい(令和3年2月1

9日回答)」など、繰り返し要望が出さ

れてきた中、ようやく導入か…という

のが正直な感想です。 

それでも「もう、導入しないのかな

…」と思っていたので、導入をしてく

れることにはとても感謝しています。 

いまや、全国の人口カバー率で9割を

超えたという記事もあります。（→

「パートナーシップ制度、人口カバー

率9割に。 

https://www.huffingtonpost.jp/entr

y/story_jp_677de0fde4b0d52d58febb0

c） 

全国で初めて導入された東京都渋谷

区・世田谷区から10年遅れではありま

すが、導入される事自体は大きな前進

だと思うので、ぜひスムーズな導入に

つながるよう期待しています。 

いただいたご意見を参考にスムーズな導入となる

よう今後の取組みを進めてまいります。 

無 

2 制度は既に新たなステージに進みつつ

あると感じます。一度宣誓をすれば、

引っ越しした際にも転居先でも引き継

げる、千葉市や横浜市などが実施して

いる「都市間相互連携」などにもぜひ

参加してほしい。「近隣市との連携」

の一文がある点は良いと思います。 

現在、千葉県内でパートナーシップ制度を実施し

ている市町村との「都市間連携協定」及び、全国の

パートナーシップ制度実施自治体で構成される「パ

ートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」加

入に向け準備を進めております。 

無 



3 今回、交付する書類として「佐倉市パ

ートナーシップ・ファミリーシップ宣

誓証明書」「佐倉市パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓証明カー

ド」をご検討いただいているようです

が、これは先行自治体の例を踏まえた

措置のようで、非常にいいなと感じま

す。 

ただ、ぜひお願いしたいことがありま

す。交付する「証明書」や「証明カー

ド」については、ド派手なもの（例え

ば、レインボーカラーを使用したも

の）や、かわいらしいもの（例えばキ

ャラクターが描かれている等）はやめ

ていただきたい。アウティング（希望

しない秘密の暴露）になりかねないほ

か、持ち歩きにくい、あるいは提示し

にくいデザインにならないよう、「公

的な、地方自治体が発行したもの」で

あるという格調・クオリティーを持っ

たものでありますよう、期待します。 

同様に、宣誓を行う2人の氏名を表示

する欄がある場合、手書き（例えば、

本人が自署する形式）などだけだった

場合、「信頼性」という点で疑問符が

付きます。自署欄はあってもなくても

いいかと思いますが、証明するカード

（および、証明書）である以上、自治

体サイドで2人の名前をあらかじめ印

字したものを交付してほしいと思いま

す。 

「佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣

誓証明書」及び「宣誓証明カード」については、地

方公共団体が発行する証明書等という認識のもと、

検討を進めております。 

また、証明書等に関しては、市でお名前を印字し

たものを交付する予定です。 

無 

4 「利用可能になるサービス」について

は、何か“特別な対応”を期待するも

のではありません。「公平性」が持て

る内容であってほしいと希望します。 

「利用可能になるサービス」については、本制度

の趣旨を踏まえ、今後、市公式ホームページ等でお

知らせしてまいります。 
無 

5 パートナーシップ条例、ファミリーシ

ップ条例の制定というと「希望する

人々が佐倉市にやってきて、そういっ

た人たちばかりになってしまう」な

ど、一定数の反対意見があるだろうと

いうことも予想します。しかし、いま

や条例等を設定した市町村や都道府県

に同性カップルが押し寄せたとか、そ

ういった人々が増えてトラブルが多発

しているということは聞きません。佐

倉市はぜひ毅然とした姿勢で、多様性

のある、それぞれが過ごしやすい街づ

くりに取り組んでいただきたいと思い

ます。 

本制度は、一人ひとりが、性別にかかわらず個人

として尊重され、自らの個性と能力を発揮し、希望

する生き方ができるまちを目指し、生きづらさを抱

えている方々の困難を軽減・解消することを目的と

して実施しようとするものです。自分らしく生きた

いという気持ちに寄り添うものであり、すべての市

民が個人として尊重される社会の実現を目指して取

り組んでまいります。 
無 

6 宣誓をする場合の宣誓場所や、その手 いただいたご意見を参考に今後の取組みを検討し 無 



続き場所を市役所の案内所で尋ねなけ

ればならない、といったアウティング

対策にも工夫をしていただきたいと思

います。 

てまいります。 

7 長らくパートナーシップ関係、ファミ

リーシップ関係を保ってきた人たちも

いるかと思います。そういった意味で

は「婚姻届」とは違って「数十年越し

に、ついに提出できる、認められる」

と感慨深い人たちもいるということに

思いを馳せていただければと思いま

す。そういった意味では「宣誓記念」

の撮影スポット（現状、婚姻届の際、

市役所１号館の入口付近に記念撮影ス

ポットを設定したりしていますが…）

のようなものも設定していただけたら

と思います。（もちろん、目立たない

場所に、ということになりますが。） 

いただいたご意見を参考に今後の取組みを検討し

てまいります。 

無 

 


